
山
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号
外

第
五
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七
号
　
　
平
成
二
十
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七
月
一
日
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一
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山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
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十
三
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七
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二
二
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山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

二
三

第
七
号
様
式
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、「
２
０
万
円
」
を
「
３
０
万
円
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
二
号
３
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
４
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
５
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
６
中
「
第
九
条
第

三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
３１
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
３１
を
同
号
３９
と
し
、
同
号
３０
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
３０
を
同
号
３８
と
し
、
同
号
２９
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
２９
を
同
号
３７
と
し
、
同
号
２８
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改

め
、
同
号
２８
を
同
号
３６
と
し
、
同
号
２７
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
２７
を
同
号
３５
と
し
、
同
号
２６
中
「
第
二
十
三
条
（
第
二
十
四
条
」
を
「
第
三
十
条
（
第

三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
２６
を
同
号
３４
と
し
、
同
号
２５
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
（
第
二
十
四
条
」

を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
２５
を
同
号
３３
と
し
、
同
号
２４
中
「
第
二

十
条
第
五
項
（
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
第
五
項
（
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
２４
を
同

号
３２
と
し
、
同
号
２３
中
「
第
二
十
条
第
四
項
（
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
第
四
項
（
第
三
十

一
条
」
に
改
め
、
同
号
２３
を
同
号
３１
と
し
、
同
号
２２
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
２２
を
同
号
３０
と
し
、
同
号
２１
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
２１
を
同
号
２９
と
し
、
同
号
２０
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第

二
項
」
に
改
め
、
同
号
２０
を
同
号
２８
と
し
、
同
号
１９
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第

二
項
」
に
、「
２０
」
を
「
２８
」
に
改
め
、
同
号
１９
を
同
号
２７
と
し
、
同
号
１８
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
１８
を
同
号
２６
と
し
、
同
号
１７
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、「
１８
」
を
「
２６
」
に
改
め
、
同
号
１７
を
同
号
２５
と
し
、
同
号
１６
中

「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
１６
を
同
号
２４
と
し
、
同
号
１５
中

「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
１６
」
を
「
２４
」
に
改
め
、
同
号
１５
を
同
号

２３
と
し
、
同
号
１４
中
「
第
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
１４
を
同
号

２２
と
し
、
同
号
１３
中
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
１３
を
同
号

２１
と
し
、
同
号
１２
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
１２
を
同
号

２０
と
し
、
同
号
１１
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
１１
を
同
号
１９

と
し
、
同
号
１０
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
」
に
、「
１１
」
を
「
１９
」
に
改
め
、

同
号
１０
を
同
号
１８
と
し
、
同
号
９
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

号
９
を
同
号
１７
と
し
、
同
号
８
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

８
を
同
号
１６
と
し
、
同
号
７
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
７
を
同
号
１５
と
し
、

同
号
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
　
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
執
行
の
変
更
の

○

同
意
及
び
認
可

８
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
団
体
以
外
の
者
に
対
す
る
改

○

善
命
令
　
　
　

９
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
者
の
地
位
の
承

○

継
の
同
意
及
び
承
認

１０

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
者
の
地
位
の
承

○

継
の
承
認

１１

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
執
行
の
認
可

○

の
取
消
し

１２

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
命
令
等

○

１３

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
原
状
回
復
等

○

１４

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
団
体
以
外
の
者
に
対

○

す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規

則
（
以
下
「
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、

協
議
書
又
は
届
出
書
及
び
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
の
相

当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
協
議
書
又
は
届
出
書
及
び
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
と

「
一
に
」
「
い
ず
れ
か
に
」

「
３
０
万
円
」

「
２
０
万
円
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

二
四

み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
五
条
（
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
申
請
書
又
は
協
議
書
に
係
る
申
請
又
は
申
出
が
さ
れ
た
場

合
に
お
け
る
認
可
又
は
同
意
並
び
に
当
該
認
可
又
は
同
意
に
係
る
施
設
の
供
用
開
始
及
び
管
理
又
は

経
営
の
方
法
の
届
出
（
管
理
又
は
経
営
の
方
法
の
変
更
の
届
出
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
及
び
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
十
四
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
（
以
下
「
旧
自
然
公
園
条
例
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
二

項
若
し
く
は
第
三
項
の
公
園
事
業
の
執
行
の
同
意
又
は
認
可
を
受
け
た
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則

第
四
条
第
七
号
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
自
然

公
園
条
例
（
以
下
「
新
自
然
公
園
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
変
更
に
つ
い
て
同
意
又
は
認
可
の
申
請
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
管
理
又
は
経
営
の
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

６

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
（
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
五

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
申
請

又
は
協
議
の
申
出
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
承
認
又
は
同
意
及
び
当
該
承
認
又
は
同
意
に
係
る
施
設

の
供
用
開
始
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
又
は
同
意

（
施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
又
は
同
意
を
含
む
。）は
、

新
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
認
可
又
は
同
意
と
み
な
す
。

８

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
供
用
開
始
期
日
の
延
期
等
の
承
認
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

９

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
条
（
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
の
申
請
又
は
届
出
は
、
新
自
然

公
園
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

１０

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
第
九
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
者
（
施
行
日
以
後
に
附
則
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
者
を
含
む
。）
に
つ
い
て
の
新
自
然
公
園

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
は
、
新
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
と

み
な
す
。

１１

公
園
事
業
の
執
行
の
認
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
園
事
業
者
」
と
い
う
。）

が
施
行
日
前
に
公
園
事
業
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
譲
渡
、
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
公
園
事
業
者
で

な
く
な
っ
た
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
公
園
事
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
原
状
回
復
命
令

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１２

施
行
日
前
に
発
生
し
た
事
項
に
つ
き
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
五
条
（
旧
自
然
公
園
条
例

施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１３

新
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
十
六
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
自
然
公
園
条
例
第
二
十
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
第

十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１４

施
行
日
前
に
旧
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
申
請
若
し

く
は
届
出
が
さ
れ
た
場
合
又
は
事
業
の
譲
渡
に
つ
き
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
政
庁
の
認
可
そ
の

他
の
処
分
の
申
請
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

１５

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
第
三
条
の
五
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
改
正
条
例
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
改
正
条
例
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１６

施
行
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
自
然
環
境
保
全

条
例
施
行
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。
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